
山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等事業費補助金交付要綱 

                                         

（目的） 

第１条 知事は在宅の心身障害児を養育している家庭等に対しホームサーバーを派遣し、障害児の自

立や能力開発を促し、併せて家族の負担の軽減を図るため、「山梨県心身障害児ホームサーバー派遣

等事業実施要領」（以下「実施要領」という。）に基づき山梨県肢体不自由児協会が実施する事業に

対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に

よるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条  補助の対象となる事業は、実施要領に基づく心身障害児ホームサーバー派遣等事業とし、派

遣先は次のとおりとする。 

 (1)心身に障害を持つ２０歳未満の障害児を養育している家庭 

 (2)前号に揚げる家庭が複数集まり、合同で指導する研修会 

 (3)その他、知事が特に必要と認めた場合 

 

（交付申請） 

第３条 この補助金の交付申請は、交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提

出するものとする。 

 １ 事業計画書 

 ２ 収入支出予算書 

 

（交付決定） 

第４条 知事は前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたと

きは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書（第２号様式）を申請者に交付するものとする。 

 

（変更交付申請） 

第５条 この補助金の交付決定後の事情変更により、当該事業に要する年間所要額、経費の配分又は

補助事業の内容に変更（中止，廃止）が生じた場合には、事業内容変更（中止，廃止）承認申請書

（第３号様式）を 知事に提出し承認を受けなければならない。（２０％以内の経費配分の変更、ま

たは補助金の目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって補助金の額の増額を伴わな

い変更の場合を除く） 

 

（実績報告） 

第６条 この補助金にかかる事業を完了したときは、事業完了の日若しくは、廃止の決定を受けた日

から起算して１ヶ月を経過した日又は翌年度の４月 10日のいずれか早い期日までに、 実績報告書

（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

  １ 事業実績報告書 

 ２ 収入支出決算書 



（補助金の交付） 

第７条 この補助金は、事業完了後確認のうえ交付するものとする。ただし、知事が必要と認める場

合には、概算払とすることができる。 

２ 概算払を受けようとする場合には、概算払請求書（第５号様式）を知事に提出しなければならな

い。 

 

（書類の整備等） 

第８条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳 簿を備え、かつ当該収入

及び支出等についての証拠書類を整備・保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間保管しなければならない。 

  

 附則 この要綱は、平成１０年６月１８日から施行する。 

  附則 この要綱は、平成１６年６月１８日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

 附則 この要綱は、平成１８年６月１日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 

 

  



（第１号様式） 

第       号 

（元号） 年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

 

           印 

 

 

（元号）  年度山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等事業費 

事業費補助金交付申請書 

 

 

 このことについて、山梨県補助金等交付規則及び山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等事業費補

助金交付要綱の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 申請額        円 

 

 ２ 添付書類 

  (1) ホームサーバー派遣事業計画書 

  (2) （元号） 年度事業計画及び収入・支出予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第２号様式） 

第       号 

（元号） 年 月 日 

 

 

 

           殿 

 

 

山梨県知事  印 

 

 

（元号）  年度山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等事業費 

補助金交付決定について 

 

 

 （元号） 年 月 日付け  第  号で交付申請のあった（元号）  年度山梨県心身障害児ホ

ームサーバーについては、山梨県補助金等交付規則第５条第１項の規定により、次のとおり交付する

ことに決定しました。 

 

 

１ 補助金交付決定額   金           円 

２ 補助対象事業 

３ 補助対象経費 

４ 補助金の交付条件   補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとす

る場合は、知事の承認を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第３号様式） 

第       号 

（元号） 年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

 

           印 

 

 

（元号） 年度山梨県心身障害児ホームサーバー派遣事業費 

補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

 （元号） 年 月 日付け  第  号で交付決定のあった平成 年度山梨県心身障害児ホームサ

ーバー派遣事業費については、この事業に変更（中止・廃止）が生じたので、山梨県心身障害児ホー

ムサーバー事業費補助金交付要綱の規定に基づき、次のとおり変更（中止・廃止）されたく関係書類

を添えて申請します。 

 

 

１ 申 請 額      金            円 

２ 既交付決定額   金            円 

３ 差引増減額   金            円 

４ 変更の理由    

 

（注）上記の関係書類とは、第１号様式の添付書類に準じ、変更前と変更後が比較対照できるよう、 

   変更前を赤書又は（  ）書きで２段書きすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第４号様式） 

第       号 

（元号） 年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

           印 

 

 

（元号）  年度山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等 

事業費補助金実績報告書 

 

 

 （元号） 年 月 日付け障第  号をもって交付された補助金について、事業を完了いたしまし

たので、山梨県心身障害児ホームサーバー派遣等事業費補助金交付要綱の規定に基づき、事業の実績

を報告します。 

 

 

１  事業実績報告書 

２  補助事業にかかる収支決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第５号様式） 

第       号 

（元号） 年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

 

           印 

 

 

概算払請求書 

 

 

 （元号） 年 月 日付け障第  号で交付決定のあった平成 年度山梨県心身障害児ホームサー

バー派遣等事業費補助金について、次のとおり概算払いの請求をいたします。 

 

 １ 概算払請求額  金        円 

 ２ 内訳 

 

補助金交付決定額 

① 

既概算交付額 

② 

差引額 

①－②＝③ 

今回概算請求額 

④ 

備考 

     

 

 

 ３ 概算払い請求の理由 

 

 

 ４ 支払い方法 

    口座振替 振替先銀行名           

         預金種別             

         口座番号             

         口座名義             

 

 

 


